
本宣言書は栃木銀行のサポートのもと作成しております 

●高齢者の再雇用制度を就業規則にて制定

●再雇用のインセンティブ（福利厚生制度等）を明示

●雇用マッチングイベントへの参加

●シニア人材の専門性・技術ノウハウの継承

地域の高齢者が生き生きと暮らせるように、高齢者が定年を超えても継続して働ける機会を創出します。

ステークホルダーの利益を守るため、社内で事故や不祥事を未然に防止するとともに、万一発生した際の誠実な

対応を心がけます。

●危機管理体制の整備、対応フローの制定

●対応方法の社内共有

●社内事故・不祥事に関する研修の実施

●照明のこまめな消灯や待機電力の節約

●LED化の推進

●アイドリングストップ推進

CO2排出抑制のため、さらなる省エネ・節電を推進します。

●安全衛生マネジメントシステムの推進

　（リスク評価、目標設定、対策実施など）

●安全衛生・健康に関する研修（ヒヤリハット研修、禁煙教室等）の実施

●安全衛生パトロールの実施

労働災害の防止や、社員の健康維持のために、社員一人一人へ安全・健康に関する様々な機会を提供することに努めます。

【具体的な取組】

シニア人材の活用

【具体的な取組】

事故・不祥事への対応

【具体的な取組】

省エネ・節電

【具体的な取組】

安全衛生
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　当社は「物流の安定による社会インフラの整備」という理念の基、自社が地域社会に

寄与する影響を念頭に活動しながら、SDGｓ目標達成に向け積極的に取り組んで参

ります。
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